
令和5年3月7日作成

　　令和４年度　　社会福祉施設に対する指導監査結果について

設置者 社会福祉法人  青葉台福祉会(法人番号2140005014558)

令和4年11月24日監査実施日

文書による指摘事項の有無 有

施設名 幼保連携型認定こども園
青葉台こども園

文書による指摘内容 改善状況

　０・１歳児の保育室（５１．００㎡）について、園児数に対する基準上必
要となる面積（５２．８㎡）を下回っているので、改善を図ること。

1 改善済

令和5年2月28日現在

前年度に実施した指導監査での文書による指摘内容のうち、
改善予定又は未改善のもの

改善状況

　職員の給与について給与規程と整合しない支給がある。給与規程と実態を
精査し整合を図ること。なお、給与規程等の改正には理事会の審議・議決が
必要なことに留意すること。また、必要に応じて社会保険労務士等の活用等
を検討すること。

1 一部改善済

令和4年11月24日現在


